
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北谷町地域公共交通計画 
 

 

概 要 版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 
 

 

北 谷 町 

北谷町地域公共交通活性化協議会  



 

  



 

【 目 次 】 

 

                                           頁 

１ 計画策定の目的と位置付け …………………………………………………………………………１ 

 

２ 地域公共交通の現状の把握及び整理 ………………………………………………………………２ 

 

３ 町民等の意向把握調査 ………………………………………………………………………………３ 

 

４ 北谷町の公共交通の問題点・課題の整理 …………………………………………………………４ 

 

５ 地域公共交通の基本方針 ……………………………………………………………………………５ 

 

６ 計画の目標及び実施事業 ……………………………………………………………………………７ 

 

７ 計画の達成状況の評価 ………………………………………………………………………………11 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

１ 計画策定の目的と位置付け 
（１）計画策定の目的 

   北谷町は、駐留軍用地返還に伴う跡地利用により、西海岸地域を中心とするインフラ整備や観光

商業地域の開発により、多くの観光客が訪れる観光リゾート地として脚光を浴びている。さらに、

世界水準の都市型オーシャンフロント・リゾート地の形成を目指し、西海岸地域に広がる観光資源

やインフラ施設へ、ストレスなく快適に移動できる「コンパクトなまち ちゃたん」を目指し、取り

組みを進めている。 

   昨今の社会的課題として、高齢化による運転免許証返納者の増加や若い世代における運転免許の

取得率の低下により、公共交通を利用しなければ移動ができない方の増加が見込まれている。また、

自動車社会の沖縄においては、交通渋滞が多くの道路で生じており、結果として、公共交通機関の

遅延や貨物車両の遅れにつながるなど時間的な損失が生じており、さらに、自動車が多く走る状況

の中で二酸化炭素の排出量の増加による環境への影響も懸念されている。 

   これらの課題を解決していくためにも、本計画は、これまでの北谷町総合計画の推進や北谷町コ

ミュニティバス実証運行による公共交通の活性化の取り組みに加え、まちづくり等の地域戦略と一

体的で、持続可能かつ地域にとって望ましい公共交通の姿を明らかにした「北谷町地域公共交通計

画」を策定することを目的とする。 

 

（２）計画の位置付け 

   本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条に規定する法定計画として、国・

県の関連計画や町の上位・関連計画等との整合を図り、総合的なまちづくりの一環として公共交通

に係る事項を位置付ける計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画区域 

   本計画の区域は、北谷町全域とする。 

  

（４）計画期間 

   本計画の計画期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とする。 

   なお、計画の期間内においても、今後の社会情勢等の変化に適応するよう必要に応じて計画の見

直し・修正を行う。  

【関連計画】 交通政策基本法 
（平成 25年 12月４日公布・施行） 

北谷町 

地域公共交通 

計画 

北谷町都市計画マスタープラン 

（令和５年度～令和 24年度） 

整合 

【最上位計画】第六次北谷町総合計画（令和４年度～令和 13 年度） 

等 

新・沖縄 21世紀ビジョン基本計

画（令和４年度～令和 13年度） 

沖縄県総合交通体系基本計画 

（令和４年度～令和 23年度） 
地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律（改正法：令和２

年 11月 27日施行） 
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２ 地域公共交通の現状の把握及び整理 
   

（１）地域特性の把握 

①人口動向 ・北谷町の総人口は、令和２年10月１日時点、28,201人で、平成27年まで増加傾

向であったものの、平成27年から令和２年にかけて微減。 

・世帯数は令和２年10月１日時点、11,697世帯で、年々増加傾向。 

・令和２年の年齢３区分別人口構成比は年少人口が17.4％、生産年齢人口が

61.7%、老年人口（前期高齢者＋後期高齢者）が20.9%。推移を見ると、老年人

口が増加し、年少人口と生産年齢人口が減少。 

②主要施設分布 

状況 

・公共公益施設は東側エリア（桑江区、宇地原区等）に、商業施設は美浜区や北

前区（ハンビーエリア）に、医療施設は県道23号線（沖縄北谷線）沿いに集中

し、観光資源・観光施設は美浜アメリカンビレッジやビーチ、遺跡などが分布。 

③観光動向 ・西海岸地域における美浜アメリカンビレッジやハンビー地区、新たに供用開始

したフィッシャリーナ地区には商業・観光施設が集積し、都市型リゾート地と

して県内外から多くの観光客が来訪。 

④流動特性 ・通勤者や通学者は町内や沖縄市、宜野湾市など近隣市との結び付きが多い。 

（２）既存公共交通の現状把握 

①公共交通の現状 ア）路線バス：路線バスは㈱琉球バス交通、沖縄バス㈱の２社により、12系統が

運行中。 

イ）空港リムジンバス：沖縄バス㈱と㈲カリー観光の２社が運行中。 

ウ）北谷エアポートエクスプレス：令和３年 11月から那覇空港と北谷トランジッ

トセンター（うみんちゅワーフ）を 45分（３往復）で直接運行中。 

エ）北谷町コミュニティバス：平成 29年６月から路線定期型として運行していた

が、令和３年７月１日から区域運行（デマンド型）に変更し運行中。 

オ）タクシー：１社（株式会社沖東交通北谷営業所）が運行中。 

カ）美浜シャトルカート：北谷観光ＭaaＳ共同事業体で、令和３年 12月よりヤマ

ハ発動機㈱製の低速電動カートによるカーシェアリングの実証事業を開始。 

キ）ミハマシェアカート：西海岸地域を対象に、有料でシェアカートを体験する

ためのサービスを実施中。 

②近隣市町村の公

共交通等の運行

状況 

・近隣市町村として、沖縄市、北中城村及び中城村では路線定期型の循環バスを

運行しており、嘉手納町、宜野湾市では運行していない。嘉手納町では令和３

年１月４日より高齢者外出支援タクシー料金助成事業を実施中。 

③補完公共交通の

現状把握 

・通学バス（北玉幼稚園・小学校）、介護タクシー（５社）、ディサービス（通

所介護、11事業者）、移動販売車（「えぐち商店」、「池田屋」）、病院送迎

バス（中部徳洲会病院）、その他事業所送迎車（北谷スポーツセンター、川畑

自動車学校、沖縄アミークスインターナショナル）、送迎バス（北谷町社会福祉

協議会・福祉バス貸出、北谷町教育委員会移動学習バス）が運行中。    
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３ 町民等の意向把握調査 
 町民等の意向を把握するため、町民アンケート調査、民生委員・児童委員アンケート調査、高校生ア

ンケート調査及び交通事業者・関係団体アンケート調査を行った。 

①町民アンケート調査（調査対象者：18歳以上 2,000 人、回収票数：423票（回収率：21.2％） 

・移動に対する将来の不安度は、高齢になる程、「不安がある」割合が高い。 

・買物、病院の利用、通勤・通学時の利用交通手段は「自分で車を運転」がそれぞれ７割以上と多い。 

・外出時に「困ることがよくある」と「困ることがたまにある」と回答した方の合計は 15.1％で、免

許を持っていない人で困り具合が高い。その目的は買物、遊び・趣味及び通院の順で多い。 

・路線バスの利用頻度は、「路線バスは利用しない」が 60.0％と最も多く、利用している人は約２割。

遊び・趣味（42.7％）、「買い物（14.6％）」での利用目的が多い。 

・北谷町コミュニティバスの認知度は、約半数の人が「知っている（50.6％）」と回答。 

・タクシーの利用頻度は利用している人が 47.5％を占めており、遊び・趣味（59.2％）、通院（16.4％）

での利用目的が多い。 

・北谷町コミュニティバスの今後取り組むべき方向性は、「現状より運行サービスを充実させていく

べきだ（34.3％）」、「現状の運行サービス程度で維持していくべきだ（32.4％）」と回答された

方が同程度の割合。 

・公共交通の利用促進を図るための効果的な取組みは、「公共交通マップの作成・配布」が 78.3％と

顕著に多く、次いで「自動車運転免許証返納者への公共交通割引など制度の導入（41.8％）」、「パ

ソコン・スマートフォンなどへの時刻表、乗継情報などの提供（35.9％）」の順で多い。 

②民生委員・児童委員アンケート調査（調査対象者：民生委員・児童委員 42 人、回収票数：16人） 

・日常的な買物（店舗）や通院の移動手段は、「家族等による送迎」や「タクシー」が多い。 

・移動する際の困り具合や不便度は、「困っている方・不便を感じている方がいる」と回答した方の割

合が９割以上を占めており、困る際の移動目的は、買物（90.9％）、通院（72.7％）の順に多い。 

・公共交通の利便性は、「やや不便」と「不便」と回答した方の割合が約８割を占めている。 

③高校生アンケート調査（調査対象者：北谷高校（１年生全員）278人、回収票数：232人） 

・登下校時の交通手段は、町内在住者が徒歩、家族等による送迎の順で、町外在住者が家族等による

送迎、路線バスの順に多い。 

・登下校の時間帯に合うように運行された場合のバスの利用意向は、「利用すると思う（12.4％）」と

「雨天など天気が悪い日に利用すると思う（19.0％）」を合わせると、31.4％の方が利用の可能性を

示している。 

④交通事業者・関係団体アンケート調査（路線バス・北谷町コミュニティバス・タクシー、観光協会、社会福祉協議

会、一般社団法人北谷ツーリズムデザイン・ラボ、北谷タウンマネジメント＆モビリティサービス合同会社） ※回答者 

・バス利用者はコロナ禍以前に元通りとはいかず、依然として会社の運営が厳しい状況。 

・バス運転手の不足や国道 58 号線沿いや謝苅交差点、北谷交差点で渋滞による定時運行が困難。タ

クシー運転手不足が深刻。 

・令和６年のバス運転手の働き方改革により、現状の乗務員数でダイヤを維持できないため、減便や

運行時間の短縮を検討せざるを得ない。 

・北谷町コミュニティバスは運行時間帯の拡張、予約方法の見直し、多言語対応受付などインバウン

ド観光客への対応などの意見が挙げられている（観光協会、社会福祉協議会）。 
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４ 北谷町の公共交通の問題点・課題の整理 
  

①利用実態やニーズの検証

による北谷町コミュニテ

ィバスの改善 

◆将来を見据えながら導入目的の明確化が改めて必要 

 北谷町コミュニティバスの導入時に掲げた４つの導入目的について、

美浜シャトルカートなど観光ＭaaＳ事業との役割分担を図りながら、西

海岸地域に立地する宿泊施設や観光施設等との連携強化なども見据え、

導入目的の優先度を考慮しながら明確化することが必要である。 

◆利用実態・ニーズの検証に基づく改善が必要 

 今後、本格運行へ移行できるよう、利用者の利便性向上と行政負担額

の低減を追求した北谷町コミュニティバスの再編が必要である。 

②町の骨格を形成する路線

バスの維持・確保 

那覇市、名護市など広域的な移動を担っている路線バスは、路線の維

持が厳しい状況となっており、今後も現行のサービス水準を維持できる

よう、路線バスの維持・確保が必要である。 

③交通弱者の移動ニーズへ

の対応 

地域公共交通は、「地域の足」としての役割だけでなく、交通弱者に対

する交通事故防止及び外出機会の増加などの役割を担う必要がある。ま

た、バリアフリー化の推進など公共交通の環境整備が必要である。 

④公共交通の定時性の確保

（公共交通への転換によ

る交通渋滞の緩和） 

公共交通の定時性確保に向けて、ＴＤＭ施策（交通需要マネジメント）

やＭＭ（モビリティマネジメント）の取組を推進し、公共交通への転換に

よる交通渋滞の緩和を促進することが必要である。 

⑤タクシーサービスの維持  タクシーの利用者数はコロナ禍前に戻っておらず、また、深刻な運転

手不足により、サービスの維持が厳しい状況となっており、タクシー事

業者で実施中の配車アプリなど周知や、運賃に対する負担軽減などサー

ビスを維持できるよう利用しやすい取組みが必要である。 

⑥交通結節点整備検討や乗

継バス停の接続強化 

町内で運行中の多様な公共交通機関同士の接続強化を図りながら、そ

れぞれの公共交通機関の機能を最大限に発揮できるよう、ハード面やソ

フト面両面による一体的な施策展開を講じ、利便性の高い公共交通ネッ

トワークを構築することが必要である。 

⑦観光客の回遊性向上 北谷観光ＭaaＳ事業や公共交通機関との連携を図りながら、観光客が

ストレスなく快適に移動できる環境の充実が必要である。 

⑧町民・観光客に分かりにく

い運行情報の改善や利用促

進に向けた町民意識の醸成 

公共交通を次世代に繋ぐためには、町民の協力や利用促進による新た

な利用者の獲得が不可欠なため、分かりやすい情報提供の充実・改善や、

公共交通の利用に対するより一層の意識の醸成が必要である。 

⑨自転車（シェアサイクル

等）やカーシェアリング

等との連携 

レンタサイクルやシェアサイクルポートの導入など自転車利用や、カ

ーシェアリングの普及促進が必要である 

⑩多様な主体の連携による

持続可能性の確保 

持続可能な公共交通を維持・確保するためには、課題①から⑨までの

解決に取り組むとともに、町民（地域）、交通事業者、観光協会、商工会

及び行政など様々な事業者・団体が協力・連携を図りながら、持続可能な

公共交通を構築することが必要である。 
  



 - 5 - 

５ 地域公共交通の基本方針 
 

（１）公共交通ネットワークの形成に関する基本的な方針 

   北谷町における地域公共交通は、次の３つの基本方針により、公共交通を必要とする人のための

持続可能な公共交通ネットワークの形成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【公共交通の問題点・課題】 

１ 広域アクセスに配慮しつつ、各公

共交通機関の機能・役割に応じた地

域公共交通ネットワークの形成を目

指す 

２ 各公共交通機関との相互連携や、

誰もが利用しやすい環境整備による

利便性向上を目指す 

３ 様々な団体等との連携によるま
ちづくりと一体となった持続可能
な公共交通を目指す 

①利用実態やニーズの検証による北谷町コミュ

ニティバスの改善 

【公共交通の基本方針】 

②町の骨格を形成する路線バスの維持・確保 

⑧町民・観光客に分かりにくい運行情報の改善

や利用促進に向けた町民意識の醸成 

⑥交通結節点整備検討や乗継バス停の接続強化 

⑩多様な主体の連携による持続可能性の確保 

⑦観光客の回遊性向上 

【公共交通の基本理念】 

町から都市へ繋がる、持続可能な公共交通ネットワークの構築 

③交通弱者の移動ニーズへの対応 

④公共交通の定時性の確保 

（公共交通への転換による交通渋滞の緩和） 

⑨自転車（シェアサイクル等）やカーシェアリン

グとの連携 

⑤タクシーサービスの維持 
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（２）公共交通ネットワークのあり方 

   地域公共交通は、提供するサービスの特徴を最大限に発揮するよう、適切な役割分担のもと緊密

に連携しながら、誰もが快適かつ安全にスムーズに移動できるよう都市コア及び地域間を結ぶ町内

の公共交通ネットワークの形成を目指す。同時に、自家用車に頼り過ぎない人中心の交通環境の形

成を図るため、公共交通を補完するレンタサイクルやシェアサイクル、カーシェアリング等との連

携を目指す。 

   交通結節点については、美浜駐車場と２０２４年以降返還予定であるキャンプ桑江南側地区の２

箇所で検討を行う。 

   ■各公共交通機関の機能分担 

広域幹線公共交通 路線バス 

幹線公共交通 路線バス、空港リムジンバス、北谷エアポートエクスプレス 

フィーダー 

交通 

支線公共交通 北谷町コミュニティバス 

地域内公共交通 美浜シャトルカート、ミハマシェアカート、シェアサイクリング 

面的公共交通 タクシー 

特定の利用者等の移動を担う交通 通学バス、介護タクシー・ディサービス、病院送迎バス、移動販売車等 

   ■目指すべき公共交通ネットワークイメージ 
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（１）計画の目標及び実施事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 計画の目標及び実施事業 

路
線
バ
ス

空

港

リ

ム

ジ

ン

バ

ス

タ
ク
シ
ー

北谷町コミュニティ
バスの運行実施

○ △ △

運賃外収入の導入 ○ △ △

△ ○

△ ○

○ △ ○ △ △

△ △ ○ △

△ ○

○ △ △ △ △

○ 〇

△ △ △ ○

△ ○

公共交通総合マップ
の作成・配布

○ △ △ △

バスロケーションシ
ステムの周知ＰＲ

○ △

おでかけモデルプラ
ンの作成

○ △ 〇

マップ等による情報
提供や利用促進の実
施

○ △ 〇

広報紙への掲載 ○ △

バスの乗り方教室の
開催などイベントの
実施

○ △ △

△ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　※実施主体…○：各実施事業を主に行う主体、△：実施事業を実施する上で連携協力・支援する主体
　　地域：町民、企業等　　その他関係者：民間事業者、観光協会等関係団体

実施時期(年度)

北
谷
町

国
・
沖
縄
県

交通事業者

地
域

そ
の
他
関
係
者

令
和
５
年

令
和
６
年

令
和
８
年

令
和
９
年

近
隣
市
町
村

令
和
７
年

基本方針 目標 事業

実施主体

①拠点間及び地
域間の連携強化
に資する公共交
通ネットワーク
の形成

【７】まちづくり事業と連携した交通
結節点の整備促進

【８】バス利用における環境整備

【６】空港リムジンバス及び北谷エア
ポートエクスプレスの利用促進

1 広域アクセス
に配慮しつつ、
各公共交通機関
の機能・役割に
応じた地域公共
交通ネットワー
クの形成を目指
す

【９】北谷観光ＭaaＳ事業の推進

2 各公共交通
機関との相互
連携や、誰も
が利用しやす
い環境整備に
よる利便性向
上を目指す

②広域アクセス
の強化

【１】北谷町コ
ミュニティバス
の再編

【２】地域内の新たなモビリティの導
入検討

【３】タクシーの利用促進

【５】路線バスの利用促進及び維持

【10】シェアサイクルやカーシェアリ
ング等のサービス拡充

③利便性の高い
公共交通環境整
備

【11】運行情報
提供の充実

【４】近隣市町村等との拠点間・地域
間移動に係る連携

【15】進行管理・評価体制の強化

⑤地域全体で支
える公共交通の
構築

3 様々な団体等
との連携による
まちづくりと一
体となった持続
可能な公共交通
を目指す

【12】観光施
設・商業施設等
との連携

④分かりやすい
公共交通情報の
提供

【13】新たな需
要創出に向けた
公共交通の利用
啓発に関する取
組みの実施

【14】運転手の確保策の実施

実施

検討・調整・実施

検討・実施

周知 検討・実施

実施

検討・調整 順次整備

実施

検討・作成 周知ＰＲ

検討 周知ＰＲ

検討・実施

実施

検討・実施

実施

検討・実施

実証
条件付き本格運行

検討
実施

実施

補助金の活用

検討・実施

検討・実施
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（２）実施事業の概要 

 

目標① 拠点間及び地域間の連携強化に資する公共交通ネットワークの形成 

  

【事業１】北谷町コ

ミュニティバスの再

編 

○北谷町コミュニティバスは、導入車両や運行日

の変更、基本運賃の値上げ、乗降場の拡充等の

運行サービスの見直しを行い、令和５年度より

実証運行から条件付き本格運行（評価に基づき

目標値を下回る場合は廃止・代替案を検討）へ

移行する。 

 

【事業２】地域内の

新たなモビリティの

導入検討 

○実証実験中の美浜シャトルカートやミハマシェアカートの実証実験の結果

や利用ニーズを踏まえつつ、グリーンスローモビリティの活用や自動運転

技術の導入の検討など、新たな技術を取り入れた移動手段との連携につい

て推進し、地域内公共交通の導入を検討・実施する。 

【事業３】タクシー

の利用促進 

○タクシー配車アプリ等、タクシー事業者が実施中の利用促進策について、周

知等を行う。 

【事業４】近隣市町

村等との拠点間・地

域間移動に係る連携 

○北谷町のみでは完結できない拠点間・地域間の移動において、近隣市町村や

民間企業と連携し、町民及び来訪者が移動しやすい公共交通ネットワーク

の形成に向けた取組みを行う。 

 

目標② 広域アクセスの強化 

  

【事業５】路線バスの

利用促進及び維持 

○町の骨格を形成する路線バスは、沖縄県で実施中の基幹バスシステムの導

入、モビリティマネジメント（県内高校へのＰＲ等）や啓発活動、時差出

勤の取組等と連携を図りながら、利用促進に取組む。 

○自家用車に頼り過ぎない生活スタイルを実現し、交通行動の変容を促すた

め、町ホームページでのバス利用の情報提供など利用促進を展開する。 

【事業６】空港リムジン

バス及び北谷エアポートエ

クスプレスの利用促進 

○空港リムジンバス及び北谷エアポートエクスプレスは、町ホームページで

のバス利用の情報提供など利用促進を展開する。 
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目標③ 利用しやすい公共交通環境の整備 

  

【事業７】まちづく

り事業と連携した

交通結節点の整備

促進 

○美浜駐車場とキャンプ桑江南側地区は、まちづくり事業との進捗に合わせな

がら、交通結節点としての検討を行う。 

○また、町民及び来訪者が歩いて楽しいまちづくりについて検討する。 

【事業８】バス利用

における環境整備 

○路線バスと北谷町コミュニティバスが接続するバス停（伊平、桑江、団地入

口）は、優先順位を付けながら行政・バス事業者・地域（民間企業など）と

連携・協働により計画的に待合環境の整備を進める。 

 

【事業９】北谷観光

ＭaaＳ事業の推進 

○北谷エアポートエクスプレスや美浜エリアを回る

自動運転カートなど公共交通の利用・連携した北谷

観光ＭaaＳ事業の実証実験を行っており、沖縄県で

実施中の「沖縄ＭaaＳ」と連携を図りながら、本事

業の取組を推進する。 

【事業 10】シェアサイ

クルやカーシェアリン

グ等のサービス拡充 

○シェアサイクルやレンタサイクル、カーシェアリングなどについて、サイク

ルポートの増設やサービスの拡充などについて、民間事業者と連携を図りな

がら、取組む。 

   

目標④ 分かりやすい公共交通情報の提供 

  

【事業 11】運行情報

提供の充実 

○各公共交通機関のダイヤ、運賃などを網羅的に掲載した「公共交通総合マッ

プ」を作成し、配布する。 

○バス事業者等で実施中の「バスロケーションシステム」について広報誌等を

活用し、周知する。 

【事業 12】観光施

設・商業施設等との

連携 

○公共交通を利用した「おでかけモデルプラン」を作成し、町ホームページへ

の掲載などにより需要の掘り起こしを図る。 

○観光協会や商工会などと公共交通に関する周知ＰＲを積極的に行うなど、協

力・連携する。 

  

目標⑤ 地域全体で支える公共交通の構築 

  

【事業 13】新たな需要

創出に向けた公共交

通の利用啓発に関す

る取組みの実施 

○広報誌等を活用し、北谷町コミュニティバスの利用実態や取組み内容など

を発信する。 

○小学生などを対象としたバスの乗り方教室の開催など、公共交通の利用促

進と、町民意識の醸成を目的とした事業について検討・実施する。 

【事業 14】運転手の確

保の実施 

○「合同就職面接・企業説明会」、バスやタクシー運転手に特化した就職イベ

ントの開催など、協力・実施を検討する。 

【事業 15】進行管理・

評価体制の強化 

○「北谷町地域公共交通活性化協議会」において、ＰＤＣＡサイクルの進行

管理を着実に実施できるよう取り組む。 
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（３）計画目標の達成状況を評価するための評価指標 

   実施事業の実施により、計画の目標の達成状況を評価するため、各目標に対し、以下のように評

価指標を設定する。 

  

基本的な方針 計画の目標 評価指標 現状値 
目標値 

（令和９年度） 
備考 

１ 広域アクセス

に配慮しつつ、各

公共交通機関の機

能・役割に応じた

地域公共交通ネッ

トワークの形成を

目指す 

①拠点間及び地

域間の連携強

化に資する公

共交通ネット

ワークの形成 

北谷町コミュニティバ

ス１日平均利用者数 

（平日・土曜日） 

毎日 63人/日 

（平・土 67 人/日） 

（見込み） 

80人/日  

北谷町コミュニティバ

ス収支率 

8.3％ 

（見込み） 
20％以上  

北谷町コミュニティバ

ス行政負担額 

3,042万円 

（見込み） 
現状維持  

北谷町コミュニティバ

スに対する認知度 
50.6％ 75％ ※１ 

北谷町コミュニティバ

ス利用者満足度 
65.7％ 80％ ※２ 

②広域アクセス

の強化 

路線バス利用者満足度 
34.1％ 40％ ※３ 

２ 各公共交通機

関との相互連携

や、誰もが利用し

やすい環境整備に

よる利便性向上を

目指す 

③利用しやすい

公共交通環境

の整備 

バス同士の乗り継ぎの

しやすさ満足度 
28.7％ 35％ ※４ 

待合環境整備箇所数 － ３箇所 ※５ 

④分かりやすい

公共交通情報

の提供 

路線バスの運行情報案

内等の認知度 
45.4％ 50％ ※６ 

利用促進活動件数 － ５回以上 ※７ 

３ 様々な団体等

との連携によるま

ちづくりと一体と

なった持続可能な

公共交通を目指す 

⑤地域全体で支

える公共交通

の構築 

乗り方教室実施回数 

－ 延６回 ※８ 

広報誌への掲載回数 
－ 延５回 ※９ 

  

 

 

※１ 町民アンケート調査による北谷町コミュニティバスの認知度で、「知っている」の割合を年に５％のペースで

向上 

※２ 北谷町コミュニティバス登録者アンケート調査による予約方法、運行時間帯、定時性、運賃の合計で「満足」

＋「やや満足」の割合を年に３％のペースで向上 

※３ 町民アンケート調査による路線バスの運行サービス満足度（利用者）のうち、各項目における「満足」＋「や

や満足」の割合を年に１％のペースで向上 

※４ 町民アンケート調査による路線バスの運行サービス満足度（利用者）のうち、バス同士の乗り継ぎのしやすさ

における「満足」＋「やや満足」の割合を年に１％のペースで向上 

※５ 路線バスと北谷町コミュニティバスと接続するバス停等 

※６ 町民アンケート調査による路線バスの運行内容や運行情報案内等の認知度で、自宅周辺のバス停位置や最寄

りバス停の行き先・時刻、バス時刻検索方法、接近情報、乗り方で「知っている」の合算の割合を年に１％のペ

ースで向上 

※７ イベント等の利用促進活動 

※８ 乗り方教室について町内小中学校（６校）を対象に全校各１回実施 

※９ 広報誌を令和５年度から年１回のペースで、延べ５回実施 
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７ 計画の達成状況の評価 
 

（１）目標の達成状況や社会情勢の変化に伴う計画の見直し 

   「北谷町地域公共交通計画」の推進にあたり、人口減少社会における生産性の向上へ向けた移動

手段の仕組みや自動運転等の先進技術の開発など、法令や施策、技術革新などの「人の移動」に関

する社会情勢は大きく変革することが予想され、その時々の状況への対応が求められる。 

   このため、社会情勢を踏まえ、目標の達成状況や利用状況などを評価し、必要に応じて見直し、

改善する「ＰＤＣＡサイクル」の仕組みにより進行管理を実施し目標の達成を目指す。 

   本計画のＰＤＣＡサイクルの実行は、「北谷町地域公共交通活性化協議会」において実施し、施策

に係る全ての関係者（町民、交通事業者、行政など）が施策効果の検証結果を共有する。 

   なお、評価・検証については、「毎年実施するＰＤＣＡ」と、「計画の最終年度に実施する目標達

成度に対するＰＤＣＡ」による二重の組み合わせで進行管理を行う。 

    ■ＰＤＣＡサイクルの概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価の方法及びスケジュール 

   計画期間におけるＰＤＣＡサイクルの具体の評価スケジュールと、検証するための調査概要は次

の通りとする。 

   本計画の評価は、最終年度（令和９年度）に事業者からの提供による利用実績や各種アンケート

調査などを行い、計画全体及び公共交通ネットワークの評価を実施し、実施事業の見直し及び新た

な事業を追加し、次期計画を策定する。 

   公共交通機関の利用状況や本計画に定めた事業の実施結果に関する評価については、毎年度実施

するものとする。 

    ■評価スケジュール                            （年度） 

項目 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 

関連調査 

評価方法 

取組み実績（利用者数等） ○ ○ ○ ○ ○ 

町民アンケート調査   ○  ○ 

北谷町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ登録者ｱﾝｹｰﾄ調査   ○  ○ 

事業実施の評価 ○ ○ ○ ○ ○ 

計画（目標達成度）の評価     ○ 

計画・目標値の見直し     ○ 

北谷町地域公共交通活性化協議会の開催 ○ ○ ○ ○ ○ 
  

Ｐ Ｄ 

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

計画策定 令和５年度 
１年目 

Ｐ 

Ｃ Ｄ 

令和６年度 
２年目 

令和７年度 
３年目 

令和８年度 
４年目 

令和９年度 
５年目 

次期計画 

Ａ 

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

 Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 


